




考察と要約 

周産期死亡その他ハイリスク母児の傷害をできるだけ防止し,しかも,そのシステム活動の

なかで,傷害の原因を究明できるシステム編成を検討した。そのために,妊娠分娩をケアす

る病院と乳幼児の保健施策(母子保健行政)との一体化をはかり,それらの活動が,研究的に

運営されることを考えたのである。このシステム編成には,かなり困難な条件があり,果し

て可能であるかどうか,各地域での十分な話合いが必要である。また制度を変えるための規

則の改正なども,今後の研究課題である。しかし,周産期の傷害を防止するためには,改革の

決断が必要であり,周産期問題の重要性をどう認識するかにかかっていると思う。 

この一体化したシステムを,全国いずれかの地域でモデル的に展開していただけることを

期待する。 


